
別紙４

【上平公園】

①野球場

午前 午後 夜間
平日 6,000円 8,000円 6,000円
日曜日・土曜日・休日 9,000円 12,000円 9,000円
平日 3,000円 4,000円 3,000円
日曜日・土曜日・休日 4,500円 6,000円 4,500円

放送設備 一式 1,000円 1,000円 1,000円
全点灯
1／２点灯
一式 5,000円 5,000円 5,000円
得点表示のみ 2,500円 2,500円 2,500円

会議室 一室 700円 950円 700円

上尾市立公園料金表

利用料金の額
区分

一般・学生

児童・生徒
野球場

附属設備

平日 一般・学生 2,000円
一般・学生 3,000円

備考

1時間につき10,000円
1時間につき5,000円

1  午前とは午前９時から正午まで、午後とは午後１時から午後５時まで、夜間とは午後６時から
午後９時までをいう。
2  この表において、「児童・生徒」とは中学生以下の者が利用する場合又は中学生以下の者を主
たる対象として利用する場合をいい、「一般・学生」とはそれ以外のものが利用する場合をい
う。

3  市外に住所を有する個人（市内に通勤又は通学する者を除く。）及び市内に事務所、事業所等
を有しない法人その他の団体が利用する場合における利用料金は、この表の規定による利用料金
の10割増しの額とする。

4  利用者が入場料（名称のいかんを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいう。以下同
じ。）を徴収する場合の利用料金は、この表の規定による利用料金の額（当該利用者が前号の規
定に該当する場合にあっては、同号の規定による利用料金の額）に入場者１人１回について徴収
する最高の入場料に100を乗じて得た額（その額に100円未満の端数が生じるときは、これを切
り捨てた額）を加えた額とする。

5  あらかじめ許可を受けた時間を超えて利用した場合は、その超過時間に応じ、下表に示す超過
利用料金を徴収する。この場合において、当該超過時間が１時間に満たないとき、又はこれに１
時間に満たない端数の時間があるときは、これを１時間に切り上げて超過利用料金を算出する。

１時間当たりの超過利用料金

日曜日・土曜日・休日

区分

照明設備

スコアボード

児童・生徒 1,000円
児童・生徒 1,500円



②テニスコート

【平塚公園】

①テニスコート

備考

全天候型
(１面につき)

600円
200円

利用料金の額

一般・学生
児童・生徒

1面１時間につき
400円
200円

区分

区分
利用料金の額
１時間につき

2  市外に住所を有する個人（市内に通勤又は通学する者を除く。）及び市内に事務所、事業所等
を有しない法人その他の団体が利用する場合における利用料金は、この表の規定による利用料金
の10割増しの額とする。

1  この表において、「児童・生徒」とは中学生以下の者が利用する場合又は中学生以下の者を主
たる対象として利用する場合をいい、「一般・学生」とはそれ以外のものが利用する場合をい
う。

照明設備(１面につき)
会議室

4  利用者が入場料を徴収する場合の利用料金は、この表の規定による利用料金の額（当該利用者
が前号の規定に該当する場合にあっては、同号の規定による利用料金の額）に入場者１人１回に
ついて徴収する最高の入場料に100を乗じて得た額（その額に100円未満の端数が生じるとき
は、これを切り捨てた額）を加えた額とする。

1  この表において、「児童・生徒」とは中学生以下の者が利用する場合又は中学生以下の者を主
たる対象として利用する場合をいい、「一般・学生」とはそれ以外のものが利用する場合をい
う。

2  市外に住所を有する個人（市内に通勤又は通学する者を除く。）及び市内に事務所、事業所等
を有しない法人その他の団体が利用する場合における利用料金は、この表の規定による利用料金
の10割増しの額とする。

備考

一般・学生
児童・生徒
一般・学生
児童・生徒

上記以外
(１面につき)

附属設備

500円
250円
400円
200円


	有料の公園施設

